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〔小規模宅地の特例：老人ホームと転居〕

自宅の土地が 8割引きとなる小規模宅地の特例を受けるためには、原則として被相続
人が自宅に居住していたことが必要です。

しかし、平成 26年 1月 1日以後に発生した相続から、介護保険制度による要介護認
定、又は、要支援認定を受けていた被相続人が、介護を受ける為に特別養護老人ホーム

等へ入居した為、自宅が空き家となっていた自宅敷地であっても、一定の要件を満たせ

ば小規模宅地特例の適用対象となります。

〔親戚宅等への転居〕

老人ホーム等への入居を希望したとしても、実際に入居出来るまでの待ち期間が非常

に長く、早くて数ヶ月、長い場合には 10年程を要するケースも珍しくないようです。
そこで、事情によっては、実際に入居できるまでの間、自宅を出て親戚等の家に

転居する場合もあるようです。

例えば、高齢となった母親と独身の長男の二人暮らしの家庭があったとします。

今まで母親の面倒は、長男が看てきましたが、長男が仕事の関係で一時的に国外へ引

越すことになりました。

そこで、母親を特別養護老人ホームへ入居させる事としてのですが、待ち期間が非常
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に長く、無事に入居が決まったもののその入居可能日は、長男の外国への出発日の後に

なってしまいました。

やむを得ないので長男の外国への出発日から特別養護老人ホームへの入居の日までの

間、一時的に母親を親戚宅に預ける事としました。

つまり、母親が特別養護老人ホームへ入居する直前において『自宅に居住していない

期間』が生じてしまう事になるのです。

〔親戚宅等への転居と小規模宅地の特例〕

この老人ホーム等への入居に係る小規模宅地の特例は、被相続人の自宅について、『そ

  の被相続人が、老人ホーム等へ入居する直前までその被相続人の居住の用に供していた』

ことをその前提としています。

  ところが、上記例のように特別養護老人ホームへ入居する直前において、自宅に居住し

ていない期間が生じてしまった場合、この自宅敷地に対する小規模宅地特例は適用される

のでしょうか？

〔適用の可否は事実認定〕

このようなケースの場合における小規模宅地特例の適用可否については、事実認定に

よるものと思われます。

つまり、その被相続人の生活の本拠が、自宅から親戚宅等へ移っていたか否か？

がその争点になると思われます。

事実認定の結果、その被相続人の生活の本拠が、親戚宅等へ移っていたとなれば、その

    自宅敷地に対する小規模宅地特例の適用は不可となるでしょう。

一方、既に特別養護老人ホームへの入居が確定しており、親戚宅への転居が一時的な

ものであると認められれば、その被相続人の生活の本拠は親戚宅等へ移っていないもの

として、その自宅敷地に対する小規模宅地特例の適用が認められるものと考えられます。

〔終わり〕
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